
コミュニティハウスはけのそら団体登録制度要綱 
 
（趣旨）  
第１条  
この要綱は、市内で活動する市民活動団体を支援し、及び市民の社会貢献活動への参加の機
会を広げるため、市民活動団体の登録（以下「登録」という。）について必要な事項を定め
るものとする。  
 
（登録の要件）  
第２条  
登録を行うことができる市民活動団体は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。 
(1) 市民が自発的かつ自立的に 1 年以上活動していること。  
(2) 団体活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること。 
(3) 市内に主たる事務所又は活動拠点があること、又は代表者が市内に居住していること。 
(4) 構成員が３人以上であること。  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する市民活動団体は、登録するこ
とができない。 
(1) 営利を目的とする活動を行う団体  
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする
活動を行う団体  
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体  
(4) 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。
以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政
党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体  
(5) 公益を害するおそれのある活動を行う団体  
(6) 小金井市暴力団排除条例（平成 24 年 12 月 20 日条例第 47 号）第２条第２号に掲げる 
暴力団又はその構成員の統制下にある団体  
 
（登録の申請）  
第３条  
登録しようとする市民活動団体は、コミュニティハウスはけのそら団体登録申請書（第１号 
様式）に次に掲げる書類を添えて地域生活支援センターそら施設長に申請しなければなら
ない。  
(1) 団体登録申請書(第 1 号様式) 
(2) 団体の概要書（第２号様式） 
(3) 担当者連絡票 
(4) 利用誓約書 
(5) 活動資料(パンフレット、通信等) 



（登録の承認）  
第４条  
施設長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたもの
についてはコミュニティハウスはけのそら団体登録承認通知書（第３号様式）により、 承
認しないものについてはコミュニティハウスはけのそら団体登録不承認通知書（第４号様
式）により申請した市民活動団体に通知するものとする。  
 
（登録及び期間）  
第５条 施設長は、前条の規定により登録を承認したときは、コミュニティハウスはけのそ
ら団体台帳に登録するものとする。  
２ 登録の期間は、施設長が登録を決定した日から当該日の属する年の翌年の 3 月 31 日ま
でとする。 

 
（登録の変更）  
第６条  
第４条の規定により登録の承認を受けた市民活動団体（以下「登録団体」と いう。）は、申
請内容に変更があったときは、コミュニティハウスはけのそら団体登録事項変更届 （第５
号様式）を施設長に提出しなければならない。  
 
（登録の更新）  
第７条  
期間満了の 1 カ月前までに双方から意思表示がなければ、同じ条件でさらに 1

年間更新され、それ以後も同様とする  

 
（登録の抹消）  
第８条  
施設長は、登録団体からコミュニティハウスはけのそら団体登録抹消届（第６号様式）の提
出があったときは、当該登録を抹消するものとする。  
２ は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することが
できる。 
(1) 第２条に規定する要件に該当しなくなったとき。  
(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申請を行ったことが判明したとき。  
３ 施設長は、前項の規定により登録を抹消したときは、速やかにコミュニティハウスはけ
のそら団体登録抹消通知書（第７号様式）により登録団体に通知するものとする。  
 
 
 
 



（市民活動団体への支援等）  
第９条  
施設長は、登録団体に対し、市民活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。
ただし、これによって活動に支障を来す場合はこの限りでない。  
(1) 登録団体の情報を地域生活支援センターそらホームページ等において公開し、広く市民
に周知すること。  
(2) 市民又は公的機関からの問合せに対し、登録団体の情報を提供すること。  
 
附 則 この要綱は、2023 年４月１日から施行する 


